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指示又は研修命令 

 
(報告等 ) 

第 69 条の 38 
２ 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の

区域内でその業務を行う介護支援専門員が第 69 条の 34 の規定に違反している
と認めるときは、当該介護支援専門員に対し、必要な指示をし、又は当該都道
府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。 

 
 

(介護支援専門員の義務) 
第 69 条の 34 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常

に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、
地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予
防サービスが特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのな
いよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 

２ 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の
業務を行わなければならない。 

 
〇介護保険法施行規則 
第 113 の 39 法第 69 条の 34 第２項の厚生労働省令で定める基準は、指定居宅介

護支援等基準第 12 条に定めるところによる。 
 
〇指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準  

（指定居宅介護支援の基本取扱方針）  
第 12 条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行

われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならな
い。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価
を行い、常にその改善を図らなければならない。  

 


